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介護休業が分割して取得できます 

現在、介護休業は、介護を必要とする家族１人に

つき、通算 93日まで原則 1回に限り所得可能です。

これが、対象家族１人につき通算 93日まで、３回

を限度として、介護休業を分割して所得できます。 

なお、介護休業とは、労働者（日々雇用される者

を除く。）が、要介護状態（負傷、疾病又は身体上若

しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわ

たり常時介護を必要とする状態）の対象家族を介護

するための休業です。なお、対象家族の

範囲は、配偶者（事実婚を含む。）、父母、

子、配偶者の父母、また同居し、かつ扶

養している祖父母、兄弟姉妹及び孫です

が、今後その対象が拡大する予定です。 

介護休暇及び子の看護休暇の 

所得単位の細分化 

現在、介護休暇及び子の看護休暇は、１日単位で

所得します。これが、半日（所定労働時間の２分の

１）単位での所得ができるようになります。 

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護

その他の世話を行う労働者（日々雇用される者を除

く。）は、１年に５日（対象家族が２人以上の場合は

10日）まで、所得できます。子の看護休暇とは、小

学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

（日々雇用される者を除く。）は、１年に５日（対象

家族が２人以上の場合は 10 日）まで、病気、けが

をした子の看護又は子の予防接種、健康診断を受け

させるための休暇です。 

介護のための所定労働時間の短縮措置等 

現在、介護のための所定労働時間の短縮措置につ

いては、介護休業と通算して 93 日の範囲内で所得

可能です。介護休業とは別に、利用開始から３年の

間で２回以上の利用が可能になります。 

介護のための所定労働時間の短縮措置（選択的措

置義務）とは、事業主は、要介護状態にある対象家

族の介護をする労働者に関して、対象家族１人につ

き、①所定労働時間の短縮措置、②フレックスタイ

ム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④労

働者が利用する介護サービス費用の助成その他これ

に準じる制度のうち、いずれかの選択をして、講じ

なければならないとされています。 

介護のための所定外労働時間の免除 

介護のための所定外労働の免除について、対象家

族１人につき、介護終了まで利用できる所定外労働

の制限を新設します。 

育児休業等の対象となる子の範囲 

現在、育児休業等が取得できる対象は、法律上の

親子関係がある実子・養子で

すが、新たに特別養子縁組の

看護期間中の子、養子縁組里

親に委託されている子等も

対象になります。 

この措置は、育児休業のほかに、子の看護休暇、

所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制

限、所定労働時間の短縮措置にも適用されます。 

マタハラなどの防止措置の新設 

事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等

を理由とする不利益取扱いの禁止は、上司・同僚、

さらに派遣労働者の派遣先にも適用されます。 

（裏面に続く）  

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正 
― 平成 29年 1月 1日施行 ―  
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９月３日、社労士の仲間９人で、「関ヶ原合戦跡地めぐ

り」をしました。 

11 時に JR 関ヶ原駅集合の後、「関ヶ原町歴史民俗資

料館」に行き、関ヶ原合戦のビデオで概略の説明を受

け、主な武将の武具・資料を見学しました。そして、昼食

をはさんで、徳川家康最後陣地―田中吉政陣跡―決戦

地―石田三成陣跡（笹尾山）―島津義弘陣跡―開戦地

―宇喜多秀家陣跡―大谷吉継陣跡と墓―徳川家康最

初陣地―東首塚と、４時間にわたり関ヶ原合戦跡地を見

て回りました。参加者の殆どが、合戦地を見るのは初め

てでしたが、敵味方の間隔が間近であることが感じられ、

高低差など臨場感のある見学となりました。 

 

リンクスタッフ事件（東京地裁判決、H27.2.27） 

固定割増賃金の合意の有効性と出向元企業の

責任等 

【事件】被告Ｒ社は、人材紹介事業を主たる事業とする

会社で、中国上海にその子会社の現地法人である上海

Ｒ社がある。Ｓ（原告）は、平成 21年 12月にＲ社に雇用

され、主として紹介業務を担当し、当初は大阪本社で勤

務し、平成 22年３月末から同年５月中旬の退職時まで

は上海Ｒ社に在籍出向して勤務していた。 

雇用時に締結した労働契約書には、「業務手当には

４５時間分までの時間外手当が含まれるが、時間外労

働が４５時間を下回っても減額されない。」とする記載が

あった。また、大阪本社では、土曜日は休日とされてい

た。一方、ＳとＲ社は、Ｓの上海Ｒ社への赴任に際して、

「Ｓは、休日・休暇期間に属さない全ての土曜日につき、

Ｒ社から出勤を要請され、Ｓはこれに協力する」旨や、

「この覚書に基づく海外赴任中、海外赴任手当を従来

の給与以外に別途支給する」旨等を約束

する覚書を締結していた。Ｓは、Ｒ社から

の退職後にＲ社に対して、Ｒ社及び上海

Ｒ社による未払い賃金を請求した。 

【判断】  

Ⅰ 本件固定割増賃金の合意の有効性 

被告の大阪本社勤務期間（平成２１年１２月７日から

平成２２年３月 28 日）中の原告の時間外労働時間は、

平成 22 年 2 月及び３月については月４５時間を超えて

いる。勤務表によれば、出勤時間と退勤時間の差から

休憩時間を差引いた時間、実働時間及び残業時間の

それぞれの関係に不整合な記載が認められる。原告の

陳述書によれば、勤務表の提出の際に原告の残業時

間を少なめに調整していたことが認められることから、残

業しているにもかかわらず残業していない、いわゆるサ

ービス残業を被告が原告に強いていたものと認められ

る。そうすると、本来支払うべき割増賃金をあえて支払

わない不誠実な対応であり、当初の合意の趣旨に反す

る実態があるというべきであるから、本件固定割増賃金

の合意は無効である。 

Ⅱ 上海Ｒ社における固定割増賃金の合意の有効性 

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設

定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始

業及び終業の時刻設定に勤めなければならず、健康保

持に努める必要があれば、休暇の付与その他の必要な

措置を講ずるように努める義務がある。事業主として、

当然かかる法律の存在を認識し、法の精神に沿った運

用を上海Ｒ社においてもすべきである。上海Ｒ社勤務期

間中、原告は過度の長時間労働を強いられ、過労によ

る生命・身体の危険すら生じかねない状況にあったとい

うべきである。上海Ｒ社における労務管理の実態は、法

の遵守等とはおよそかけ離れたずさんなものであり、当

社の合意の趣旨に反する実態があったことは明白であ

って、本件固定割増賃金の合意は無効である。 

Ⅲ 付加金の支払いについて 

本件において、原告に過重な業務負担を与えて超時

間労働を強いながら、他方で正当な対価を支払わない

どころか、原告の就労実態すら争う被告の態度は極め

て悪質である。本件においては、原告の主張する付加

金の支払いを命ずることが当然必要である。 

（次号に続く） 


